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三郷市立小・中学校通学区域編成審議会会議録 

 

会議名 令和７年度第２回三郷市立小・中学校通学区域編成審議会 

日付 令和７年１０月２２日（水曜日）午後２時から３時１５分まで 

場所 三郷市役所本庁舎２階２０７会議室 

委員 白石匡子（会長）、内山香織（副会長）、中西健二、内山留美子、中村和美、村上純一、 

鏡重藏、斉藤浩、竹本裕司、大熊正道、豊田孝司 

事務局 西村美紀（学校教育部長）、濵田輝行（学校教育部副部長兼教育総務課長）、 

佐藤孝祐（学校教育部参事兼学務課長）、山田智広（教育総務課長補佐兼教育環境整備室長）、

藤田昇平（教育総務課教育環境整備室主任） 

 

１ 開会 

事務局 三郷市立小・中学校通学区域編成審議会を開会します。 

 

２ 会長挨拶 

事務局 会長からご挨拶を頂きたいと存じます。 

会長 （挨拶） 

 

３ 会議の公開について 

会長 会議の公開について審議します。事務局に説明を求めます。 

事務局 （会議の公開について説明） 

会長 本日の審議会を公開することについて、異議はございませんか。 

委員一同 異議なし。 

会長 傍聴の申込み状況について、事務局の報告を求めます。 

事務局 本日、傍聴の申込みはございません。 

会長 このまま議事を進めます。 

 

４ 報告 

中学校の学校選択制について 

会長 報告、中学校の学校選択制について事務局に説明を求めます。 

事務局 報告、中学校の学校選択制についてご説明いたします。 

学校選択制は、入学したい学校を選ぶことができる制度として、平成１６年度から実施し

ております。 

資料１「令和８年度新入学１年生定員のお知らせ」をご覧ください。こちらの資料は、令

和８年度入学に向けた学校選択制の状況として、各中学校の定員と通学区域内の新１年

生の人数を示しております。定員は、学校規模等に応じて設けております。これに対して、

表の右側「通学区域内新１年生数」は、通学区域内で新１年生になる年齢の人数を抽出し

たもので、各学校に入学する可能性がある最大の人数です。 

北中学校につきましては、定員２５６名に対して、通学区域内新１年生数は２８３名とな
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っており、定員を大きく超えております。しかし、中段にございます「※ 定員について」

のとおり、通学区域内の入学予定者が定員を超えた場合には、通学区域内等入学予定者数

が定員となります。その結果、北中学校の通学区域内の新１年生については、北中学校が

受け入れることになります。 

抽選となる学校につきましては、下段の枠中に説明がございます。例えば、南中学校の場

合は、定員１８０名から通学区域内等入学予定者数１４７名を差し引いた３３名が、通学

区域外からの受入可能人数となります。通学区域外の希望者数が通学区域外からの受入

可能人数を超えた場合は、受入順を決定するための抽選を実施します。 

なお、北中学校の場合は、通学区域内等入学予定者が定員を超えているため、現時点にお

ける通学区域外からの受入可能人数は０名となります。ただし、今後の希望者数の集計結

果によっては、受入れができるようになる場合もございます。希望者数の集計結果につき

ましては、１１月上旬にホームページで公表しますので、その際に抽選を実施する学校が

分かります。なお、抽選は、１１月１５日（土曜日）の実施を予定しております。以上で

説明を終わります。 

会長 報告についての説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたらお願いいたしま

す。 

委員 北中学校については、定員の２５６名に対して通学区域内新１年生数が２８３名という

ことで、既に２７名が定員を超えております。この定員を超えた人数は、どのようになる

のですか。 

事務局 定員を超えた人数については、このまま受け入れることになります。 

委員 教室の数は増えないので、１学級当たりの生徒数を増やすということですか。 

事務局 定員を超えた場合であっても１学級当たりの生徒数の基準は変わりません。教室を整備

し、普通教室数として使用できる教室を増やすことで対応します。なお、例年、私立中学

校等に進学する生徒もいます。 

委員 私立中学校に進学する生徒の割合は、例年どれくらいですか。 

事務局 具体的な数値を確認できる資料が手元にございませんので、申し訳ございませんが、お答

えできかねます。 

会長 通学区域内の新１年生については、定員を超える場合であっても受け入れられるという

ことですよね。 

委員 「定員を超える場合であっても受け入れられるキャパシティはある」ということですか。 

事務局 「キャパシティ」とういうよりは「整備しなければならない」ということです。 

委員 受け入れられなければ大変ですからね。そのための審議会とういうことですよね。 

会長 ありがとうございました。他にございますか。 

それでは報告を終了します。 

 

５ 議題 

通学区域の見直し案について 

会長 議題、通学区域の見直し案について事務局に説明を求めます。 

事務局 議題、通学区域の見直し案についてご説明いたします。 
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始めに、資料２「早稲田中学校生徒数及び学級数の推移（早稲田小学校区の武蔵野線以南

が加わった場合）」をご覧ください。こちらの資料は、早稲田小学校区のＪＲ武蔵野線よ

り南側の児童が早稲田中学校に進学した場合の生徒数と学級数を推計したものです。資

料のうち、青色の折れ線グラフは生徒数、緑色の棒グラフは学級数を示しております。令

和９年度以降の学級数は、１７学級から２０学級で推移することが分かります。生徒数

は、５００名半ばを最大として、その後、徐々に減少する見込みです。 

続いて、資料３「瑞穂中学校生徒数及び学級数の推移（早稲田小学校区の武蔵野線以南が

加わった場合）」をご覧ください。こちらの資料は、早稲田小学校区のＪＲ武蔵野線より

南側の児童が瑞穂中学校に進学した場合の生徒数と学級数を推計したものです。令和９

年度以降の学級数は、８学級から１０学級で推移することが分かります。生徒数は、２０

０名程度で推移する見込みです。 

続いて、資料４「早稲田小学区の武蔵野線以南の取扱いにおけるメリット・デメリット」

をご覧ください。こちらの資料は、早稲田小学校の通学区域のうち、北中学校の通学区域

であるＪＲ武蔵野線より南側の通学区域を早稲田中学校か瑞穂中学校に変更する場合に

おけるメリットとデメリットを示したものです。資料５「各学校の概要」と併せてご覧く

ださい。早稲田中学校の通学区域とする案をＡ案として左側に、瑞穂中学校の通学区域と

する案をＢ案として右側に示しております。まず、Ａ案の早稲田中学校の通学区域とした

場合に考えられるメリットとデメリットを読み上げます。 

Ａ案のメリットとしては、 

・早稲田小学校は中学校区が２校（北中学校と早稲田中学校）に分かれていたが、早稲田

中学校の１校にまとまることで、児童への心理的負担が少なくなる。 

・瑞穂中学校が学校選択制で受け入れられる生徒数は減少しない。 

Ａ案のデメリットとしては、 

・登校時は、北から南へ登校する早稲田小学校の児童と南から北へ登校する早稲田中学校

の生徒が、線路の高架下で交差することになる。 

・ＪＲ武蔵野線より南側の生徒は、瑞穂中学校を通り越して早稲田中学校に通うことにな

る。 

・ＪＲ武蔵野線より南側の生徒が学校選択制で瑞穂中学校を希望する場合は、抽選になる

可能性が高い。 

ということが考えられます。続いて、Ｂ案の瑞穂中学校の通学区域とした場合に考えられ

るメリットとデメリットを読み上げます。 

Ｂ案のメリットとしては、 

・ＪＲ武蔵野線より南側の生徒が学校選択制で早稲田中学校を希望する場合は、就学でき

る可能性が高いため、選択肢が増える。 

・ＪＲ武蔵野線より南側の生徒は、線路の高架下を通る必要がない。 

・通学距離を短くできる。 

Ｂ案のデメリットとしては、 

・瑞穂中学校は勉強の取組が他の学校と違うというイメージを持つ保護者がいる。 

・瑞穂中学校が学校選択制で受け入れられる生徒数が減少する。 
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・早稲田小学校の中学校区は引き続き２校（早稲田中学校と瑞穂中学校）に分かれる。 

ということが考えられます。以上で説明を終わります。 

会長 議題についての説明が終わりました。ご質問やご意見がございましたらお願いいたしま

す。 

委員 早稲田小学区のＪＲ武蔵野線以南の生徒数について教えてください。 

事務局 令和７年度に早稲田小学区から中学校に入学した生徒は７５名です。このうち、ＪＲ武蔵

野線以北が２０名、ＪＲ武蔵野線以南が５５名です。ＪＲ武蔵野線以北２０名の進学先

は、北中学校が１名、早稲田中学校が１４名、瑞穂中学校が５名です。なお、北中学校の

１名は、入学時に北中学校の通学区域に転居しております。ＪＲ武蔵野線以南５５名の進

学先は、北中学校が３５名、早稲田中学校が４名、瑞穂中学校が１２名、私立中学校等が

４名です。 

委員 Ａ案のデメリット「登校時は、北から南へ登校する早稲田小学校の児童と南から北へ登校

する早稲田中学校の生徒が、線路の高架下で交差することになる」については、通学路を

工夫することで交差することがないようにできませんか。 

事務局 ＪＲ武蔵野線の高架下を通れる場所は４か所と見込んでおります。それぞれ、三郷駅改札

付近、県道草加流山線、県道三郷松伏線、大場川沿いです。こちらについては、検討の余

地がございます。なお、先に挙げた３か所については、歩道が狭いため、すれ違いが難し

いと思います。大場川沿いについては、比較的道幅が広い部分もございますが、トンネル

部分は道幅が狭いため、検討の余地があると思います。 

委員 中学校は自転車通学ですか。 

事務局 各学校によって自転車通学できる距離などに違いがございます。 

委員 早稲田中学校の場合は、１.５キロメートル以上の生徒に限っております。 

事務局 Ａ案の早稲田中学校の通学区域とした場合は、通学距離が長くなることから自転車通学

を希望する生徒が増えると考えられます。 

副会長 現在、早稲田小学区のＪＲ武蔵野線以南の生徒は、北中学校と瑞穂中学校、早稲田中学校

の３校を選ぶことができますが、今後は、いずれかを選ばなくてはならないということで

すか。 

事務局 瑞穂中学校の北側にございます彦成中学校につきましても事前に検討しました。しかし、

彦成中学校も選択肢に加える場合は、瑞穂中学校の通学区域を分割することなども含め

て、より広範囲で検討する必要がございます。このことから、本審議会につきましては、

北中学校から距離的に近い早稲田中学校と瑞穂中学校についてご審議いただいておりま

す。 

委員 Ａ案のメリットに「早稲田中学校の１校にまとまる」とございます。早稲田中学校の１校

しか選べないのか、早稲田中学校と瑞穂中学校の２校から選べるのか、どちらですか。 

事務局 通学区域は、住所によって決まりますので、例えば「この住所の生徒は、Ａ中学校とＢ中

学校のどちらも選べる」といったことは、原則として想定しておりません。本審議会から

答申を頂いた後は、パブリック・コメント手続などを経て三郷市教育委員会としての考え

をまとめます。 

委員 「茂田井」という住所の一部は、幸房小学校の通学区域です。住所によって決まるという
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ことは、幸房小学校の通学区域を含めて「茂田井」という住所の全てが、早稲田中学校か

瑞穂中学校の通学区域になるということですか。 

事務局 通学区域の住所は、例えば「茂田井」のような町名単位で定めているわけではございませ

ん。通学区域内の児童生徒数などによって定めております。このことから、同じ町名、同

じ自治会であっても違う学校に分かれてしまう場合がございます。 

委員 同じ町会でも通学区域が優先ということですね。分かりました。 

委員 幸房小学校は、今回の通学区域変更の対象外ということですね。 

会長 今回の審議会は、早稲田小学校の通学区域について審議しているということでよろしい

ですよね。 

事務局 本日の審議会では、資料５の赤色の点線が示している早稲田小学校の通学区域のうち、Ｊ

Ｒ武蔵野線以南の部分が、どの中学校の通学区域になるかについてご審議いただいてお

ります。 

委員 資料５ではＪＲ武蔵野線以南に水色の早稲田中学校の通学区域が一部ございますが、こ

ちらは対象外ということでよろしいですか。 

事務局 まずは、現在の北中学校の部分についてご審議いただきたいと思います。 

委員 早稲田小学区のＪＲ武蔵野線以北の生徒は、早稲田中学校ということになりますか。 

事務局 本日の審議会では、ＪＲ武蔵野線以南の地域についてご審議いただいております。しか

し、北中学校の大規模化の解消には関係しませんが、Ｂ案の瑞穂中学校の通学区域となっ

た場合は、ＪＲ武蔵野線以北の地域を瑞穂中学校の通学区域とすることも検討できます。

その結果、２校に分かれていた中学校の通学区域が、Ｂ案の場合も１校にまとまり、児童

への心理的負担が少なくなります。 

委員 適正規模の観点からは、瑞穂中学校の通学区域とした方が良いと思います。ただし、兄姉

が既に中学生で、弟妹が希望する場合には、同じ学校に行けるような配慮は必要だと思い

ます。 

事務局 答申に「兄姉が在籍している場合は、希望に応じて弟妹が同じ学校に入学できるように配

慮されたい」といった内容を加えることができます。 

委員 本日のゴールはどこなんでしょうか。どこまで決めれば良いんですか。意見を出すだけな

ら、いくらでも出せると思うんですけど。 

事務局 本日の審議会では、資料４のＡ案とＢ案のうち、どちらが良いかについて方向性が決まる

と良いと考えております。お手数をお掛けしますが、ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

委員 Ｂ案の場合は、瑞穂中学校の教育に対する取組のクオリティーが高いので、勉強が苦手な

こどもや、その親は心理的なプレッシャーを感じると思います。学校選択制があることか

ら「早稲田小学校のこどもは早稲田中学校に行く」という原則の中で「勉強に取り組みた

いこどもは瑞穂中学校を選択する」というのが良いのではないかと個人的には思います。 

会長 Ａ案が良いというご意見でした。ありがとうございました。他にございますか。 

委員 ただ、Ａ案の場合は、通学時の安全についての問題があると思います。大場川沿いは、車

の往来の多いので、スクールゾーンなども検討できるのか、こどもが安全に通えるという

のが一番大切だと思うので、そういった可能性もあるのかというところですね。抜け道み
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たいに使う車もいますので。 

副会長 栄中学校付近にもスクールゾーンがございましたよね。 

事務局 栄中学校の目の前にございます。 

委員 仁蔵交差点付近の広いトンネルは使えないのですか。 

委員 あの場所は、車の通行量が多いので危険だと思います。 

委員 大場川沿いをスクールゾーンにできたら良いですね。 

会長 Ａ案でどうかという意見がございましたが、通学路についての懸念がございました。Ｂ案

についてはいかがですか。 

委員 通学時の安全で言えばＢ案の瑞穂中学校だと思います。そのうえで、早稲田中学校に行き

たい人は、選べる方が良いと思います。 

委員 私も通学時の安全で言えばＢ案の瑞穂中学校だと思います。こどもたちの意見は聞かな

いのですか。 

事務局 パブリック・コメント手続などで広く意見を伺う予定です。児童生徒も意見を提出するこ

とができますので、そういったところで意見を聞く機会を設けたいと思います。 

委員 保護者の意見は聞かないのですか。 

事務局 本審議会から答申を頂けましたら、予定では令和８年３月頃に保護者や地域の方を対象

とした説明会を実施したいと考えております。パブリック・コメント手続だけではなく、

説明会で意見を伺うことができます。 

委員 説明会は決定後に行うのではないですか。 

事務局 説明会は令和８年３月頃、パブリック・コメント手続は令和８年夏頃を予定しておりま

す。その後、令和９年に通学区域を変更したいと考えておりますので、１年以上の期間が

必要です。 

委員 保護者とこどもたちの気持ちが大切だと思います。気持ちを第一にしてほしいです。手順

としては、それが最初なのではないかと思います。 

委員 案を作る段階で意見を聞いてほしいと思います。ＰＴＡでは話し合ってはいないのです

か。 

委員 本日ＰＴＡの集まりがございましたので「傍聴しに来てほしい」とは言いました。 

委員 ＰＴＡでアンケート調査を実施する考えはないのですか。 

委員 アンケート調査をすると収集がつかなくなるので、線は引かなくてはならないと思いま

す。 

委員 校長はどのようにお考えですか。 

委員 例えば「そもそも北中学校のままが良い」といった根底を覆すようなご意見が出ることも

考えられますので、ある程度は方向性を決めてからご意見を伺った方が良いと思います。

また「勉強が苦手なこどもは、瑞穂中学校だと不安である」というご意見もございました

が、学校側としては、どの中学校であっても学力に対しては一生懸命に取り組んでおりま

す。どこの中学校であっても充実した学校生活が送れるという認識です。このことから、

やはり安全面が優先順位としては１番ではないかと思います。 

委員 やはり安心安全ですよね。 

委員 保護者も通学時の安全は重視すると思いますね。危険性の高い場所は通りたくないでし
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ょうからね。 

委員 ただ、瑞穂中学校を選びたい保護者は、選択肢としてはあるので、それはそれで構わない

んじゃないかなと思いますけどね。 

委員 今回、通学区域が変更されてしまうこどもたちに対しては、通常の学校選択制より優遇し

て取り扱うような特例的な措置を設けた方が良いと思います。 

委員 １つではなく選択肢があった方が良いですね。それであれば問題ないんじゃないですか。 

副会長 私が小学校の時から「瑞穂中学校の学力は高い」という話はございました。学力に自信が

ないこどもの保護者に対しては、その不安を払拭する必要があると思います。一方で、早

稲田中学校は距離的に遠いうえ、車を運転する立場でも通学時の不安を感じます。こども

たちや保護者の意見を尊重するのであれば、Ａ案を基本として、Ｂ案も選べるようにする

のが理想的だと思います。 

事務局 瑞穂中学校の学校選択制に関して情報提供です。令和６年度は、瑞穂中学校の定員１０４

名に対して通学区域内から５２名、通学区域外から７７名の合計１２９名が希望しまし

た。その結果、２５名が希望通りになりませんでした。令和７年度は、瑞穂中学校の定員

１０４名に対して通学区域内から５９名、通学区域外から６５名の合計１２４名が希望

しました。その結果、２０名が希望通りになりませんでした。例年２０名程度が希望どお

りにならない状況です。 

委員 市内の勉強に熱心なこどもたちが瑞穂中学校を希望しているのだと思います。Ｂ案の瑞

穂中学校の通学区域とした場合は、そういったこどもたちが瑞穂中学校に通えなくなる

可能性が高くなります。その場合、三郷市全体の学力が低下すると思います。 

委員 私たちからすると早稲田中学校でも瑞穂中学校でも「学力にそこまでの差はない」という

認識なのですが、三郷市内の公立中学校で、そこまで差があるものですか。 

会長 通学区域ではなく学力の話になっていますが、校長は、いかがですか。 

委員 公立中学校ごとに、それぞれの取組がございます。しかし、教科書は同じですし、そこに

記載がないことは教えられないので、基本的に公立中学校が教える内容は変わりません。

教員は、他の公立中学校との定期的な配置換えがございますし、勤務時間も同じです。こ

ういった制約がある中で、もし学力が高いとすれば、学校外の取組の影響も大きいと思い

ます。学力の議論ではなく「今後は北中学校に行けなくなる、だからどうするのか」とい

うことをしっかりとお伝えすることが必要だと思います。また、Ａ案の早稲田中学校の通

学区域とした場合は、現在より通学時の危険性が増えると思いますので、今まで以上に保

護者の協力が必要になるのではないかと思います。 

会長 ありがとうございました。通学時の安全が大切だということを改めて委員が認識できた

と思います。三郷市は学校選択制があるので、中学校を選ぶことができます。しかし、Ａ

案の早稲田中学校の通学区域とした場合は、抽選になってしまって瑞穂中学校に行ける

可能性が低くなることがデメリットとして記載されています。一方で、Ｂ案の瑞穂中学校

の通学区域とした場合は、早稲田中学校に行ける可能性が高いことがメリットとして記

載されています。また、保護者の方の思いもございますが、実際には、瑞穂中学校も特別

な教育ができるわけではないということでした。本審議会では通学時の安全という観点

から審議できたら良いと思います。 
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委員 実際に学校を見て判断してほしいと思います。 

委員 現在の小学５年生から対象になるので、まだ時間はありますよね。 

副会長 北中学校の通学路の幸房小学校の所も男女問わず自転車がスピードを出すので、危険を

感じます。親子で相談して決めるのが良いと思います。 

委員 Ａ案とＢ案のどちらかで決めるということで良いですか。それとも別の案を含めて検討

しますか。 

事務局 Ａ案とＢ案以外の案がございましたら、そちらについても検討することできます。 

委員 どちらにもメリットとデメリットがありますが、決めなければならないということです

ね。 

会長 Ａ案とＢ案については意見が出尽くしたと思いますが、これ以外の案はございますか。 

委員 参考に聞きたいのですが、栄中学校の大規模化対応の際は、どのようにしましたか。 

事務局 昨年度の栄中学校大規模化対応の際も今回と同様に、Ａ案とＢ案についてご審議いただ

きました。この他の案としてのＣ案やＤ案がといったものは、昨年度については、ござい

ませんでした。 

委員 Ａ案とＢ案だけで審議した方が良いと思います。選択肢が多いと話が進まないと思いま

す。 

会長 ありがとうございました。Ａ案とＢ案、それぞれについて意見がございました。 

委員 仮に早稲田中学校となった場合、瑞穂中学校を希望する生徒は、抽選になりますか。それ

とも優先になりますか。 

事務局 三郷市内の他の中学校から学校選択制を利用する生徒もおりますので、原則として他の

地域からの学校選択制と同様に抽選になります。 

委員 北中学校に兄姉がいる場合は、希望に応じて弟妹も北中学校を選択できるようにしてほ

しいです。人数は少ないと思いますので、全体に大きな影響はないと思います。兄姉がい

る場合には希望に応じて選択できるようにしてほしいです。 

委員 審議会の進め方について確認します。本審議会は全会一致ですか。それとも多数決です

か。 

事務局 全会一致が望ましいとは思います。 

委員 しかし、どちらかにしなければならないと思いますので、多数の意見が優先になるのでし

ょうね。 

会長 本日は、Ａ案とＢ案について様々なご意見を頂きました。Ａ案の方が良いという方もいら

っしゃいましたし、通学時の安全という観点ではＢ案の方が良いという意見もございま

した。各自で考えをまとめていただき、次回、採決したいと思います。それでは議題を終

了します。 

 

６ 事務連絡 

会長 事務連絡について事務局からお願いいたします。 

事務局 （事務連絡） 
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７ 閉会 

会長 以上で本日の審議会を閉会します。皆様お疲れ様でした。 

 

以上 


